
   

平成 27 年４月 15 日 

各  位 

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 15 号 

株 式 会 社 オ ウ ケ イ ウ ェ イ ヴ 

代表取締役社長 兼 元 謙 任 

   (コード番号：3808 名証セントレックス) 

 問い合わせ先     取締役経営管理本部長  野 崎 正 徳 

電 話 番 号      ０ ３ － ５ ７ ９ ３ － １ １ ９ ５ 

 

「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ 
 

当社は、平成 27 年４月 15 日開催の取締役会において、従来の「内部統制システムに関

する基本方針」を一部改定することを決議いたしましたので、改定後の内容を下記のとお

りお知らせいたします。 

 

記 
 

内部統制システムの整備に関する基本方針（平成 27 年４月 15 日改定） 
 

１．当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制 

（１）当社及び子会社の業務執行にあたっては当社及び子会社の取締役会及び各会議

体で、総合的に検討したうえで意思決定を行います。また、これらの会議体への付

議事項を定めた各社の規程に基づき、適切に付議します。 

  （２）各種会議・システム等を活用して、適切な情報共有体制を確保することによっ

て、コンプライアンスに係る情報が取得しやすい環境を整えます。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

  （１）取締役会議事録、各種契約書等、職務執行に係る重要情報について、文書管理

規程に保存対象文書、保存期間および文書管理責任者を定め、適切に保存・管理し

ます。保存されている書類は、取締役及び監査役の要求に応じて出庫、閲覧可能と

します。 

  （２）情報資産の機密性・完全性・可用性を確保し、各種情報の不正使用及び漏洩の

防止に努め、効果的な情報セキュリティ施策を実行します。 

 

３．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

  （１）当社及び子会社の重要な情報について、関係者に対し適時に情報が届くように

システムと体制を整え、即時対応ができるよう準備を行います。   

（２）当社と子会社の管理担当部門は相互に連携し、子会社の業務の適正化を図ります。

当社の管理担当取締役は、子会社及び関連会社の企業活動に関するリスクをグルー

プ横断で統括します。 



   

４．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

  （１）経営の重要な事項に関しては、関係会社管理規程に基づき、当社の関係会社管

理を担当する部門への報告を行い、取締役会の承認を受けるものとします。業績に

ついては、関係会社管理規程に基づき、必要に応じ適宜報告を行うものとします。 

  （２）当社は子会社と協議のうえ子会社の業務執行について決裁ルールの整備を行い

ます。 

 

５．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

  （１）子会社の自主性と独立性を尊重したうえで、経営の健全化と業務の効率性の向

上を図るため、関係会社管理規程を制定しています。 

（２）子会社の業務の効率的な遂行を図るため、目標に対する進捗状況を、当社取締

役会及びその他基幹会議において随時確認しています。 

 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する事項 

  現在、監査役の職務を補佐すべき使用人はおりませんが、監査役から求められた場合

には、監査役と協議のうえ合理的な範囲で配置いたします。 

 

７．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項 

  （１）当該使用人の任命・異動等人事権に係る決定には監査役の事前の同意を得るこ

とにより、取締役からの独立性を確保いたします。 

  （２）監査役が定期的に取締役または使用人から職務執行の状況について報告を受け

ることができる体制を整備するとともに、監査が実効的に行われることを確保する

ため、関連部門が監査役の業務を補助いたします。 

 

８．当社及び子会社の取締役及び使用人等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の

監査役に報告をするための体制 

  （１）取締役は、主な業務執行について取締役会その他基幹会議等を通じて適宜監査

役に報告するほか、当社に著しい影響を及ぼす恐れのある重要事項については、即

時報告する体制とします。 

（２）監査役は、監査役会が定めた監査計画等に従い、取締役会その他基幹会議への

出席、各取締役や内部監査部門等からの業務執行状況聴取を実施しております。監

査役は、会計監査人と定例会合を開き、報告を受け意見交換を実施します。 

（３）内部通報は、当社の法務担当、監査役、外部弁護士に直接連絡をできるものと

しております。内部通報制度の利用に関しては、グループ会社全体を対象とし、コ

ンプライアンス研修を実施し周知します。 

 

９．監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制 



   

   （１）内部通報制度運用規程を定め、通報者等が相談または通報したことを理由と

して不利益な取扱いを行わないこととしています。 

（２）通報者等に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、

就業規則に従って処分することができるものとします。 

 

１０．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

   監査役は、職務上必要が生じた場合には、当社に予算額を提示したうえで、法律・

会計の専門家を活用できるものとし、その費用は当社が負担するものとします。 

 

１１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

   （１）反社会的勢力対応規程を定め、反社会的勢力との関係は一切もたないことを

基本方針としております。また、当社グループは、社会的秩序や安全に脅威を与

える反社会的勢力に対しては常に危機管理意識を持ち、組織として毅然とした態

度で対応することを徹底します。 

   （２）警察関連機関・弁護士等の外部専門機関との連携に努めており、反社会的勢

力に関する情報収集・管理、及び社内体制の整備強化を推進します。 

 

以 上 


